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　郡山市制施行100周年記念事業の実施にあたっては、広く市民の意見を反映し、オール郡山で記念事業に
取り組むため、次代を担う方々や市民活動団体関係者、報道機関など各界各層の22名から構成される「郡山
市制施行100周年記念事業プロモーション委員会」を設置しました。
　90周年記念事業の当時、今後の課題として委員会からいただいておりました高校生等の若者の意見の反映
や委員会の早期の設置などの提言を踏まえて設置しました。

プロモーション委員会会議経過

〇第１回：2022（令和４）年10月14日（金）
　⑴市制施行100周年記念事業について
　　 ア プロモーション委員会の概要
　　 イ 記念事業の概要
　⑵実施方針等について
　⑶ロゴマークの募集について
　⑷第２回プロモーション委員会に係る資料に
　　ついて

〇第２回：2022（令和４）年11月29日（火）
　⑴実施方針等について
　⑵ロゴマークの募集について
　⑶キャッチフレーズについて
　⑷記念事業について
　⑸100周年に係る各種意見募集について

〇第３回：2023（令和５）年２月22日（水）
　⑴キャッチフレーズについて
　⑵ロゴマークについて

〇第４回：2023（令和５）年６月19日（月）
　⑴令和５年度のスケジュールについて
　⑵記念式典について
　⑶100周年記念動画等の作成について

〇第５回：2023（令和５）年７月11日（火）から
　24日（月）まで（書面開催）
　市制施行100周年記念式典案について

〇第６回：2023（令和５）年８月24日（木）
　⑴�第５回郡山市制施行100周年記念事業プロモー

ション委員会（書面開催）の結果について
　⑵�市制施行日及び記念式典時に行う記念事業等

について
　⑶�100周年プロモーション動画制作配信業務等に

ついて
　⑷�記念事業の検討状況（市主催・共催等）につ

いて

〇�第７回：2024（令和６）年３月８日（金）から
22日（金）まで（書面開催）

　⑴�今後のプロモーション委員会のスケジュール
について

　⑵�令和６年度当初予算を踏まえた記念事業の詳
細について

〇第８回：2024（令和６）年５月10日（金）
　⑴�第７回郡山市制施行100周年記念事業プロモー

ション委員会（書面開催）の 結果について
　⑵広報活動について
　⑶記念事業の記録誌について
　⑷市制施行日のイベント内容について

〇第９回：2024（令和６）年11月29日（金）
　⑴記念事業の実施結果等について
　⑵記念事業の記録誌について

〇第10回：2025（令和７）年３月21日（金）
（書面開催）
　⑴記念事業の記録誌について

プロモーション委員会
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プロモーション委員会 
郡山市制施行 100 周年記念事業をオール郡山で取り組むため、各界各層の 22 名から構成される「郡山
市制施行 100 周年記念事業プロモーション委員会」を設置しました。 
  
プロモーション委員会会議経過 
第１回、2022 年 10月 14日（金曜日） 
（１）市制施行 100 周年記念事業について、ア、プロモーション委員会の概要、イ、記念事業の概要 
（２）実施方針等について 
（３）ロゴマークの募集について、 
（４）第２回プロモーション委員会に係る資料について 
第２回、2024 年 11月 29日（火曜日） 
（１）実施方針等について 
（２）ロゴマークの募集について 
（３）キャッチフレーズについて 
（４）記念事業について 
（５）100 周年に係る各種意見募集について 
第３回、2023 年２月 22日（水曜日） 
（１）キャッチフレーズについて 
（２）ロゴマークについて 
第４回、2023 年６月 19日（月曜日） 
（１）令和５年度のスケジュールについて 
（２）記念式典について 
（３）100 周年記念動画等の作成について 
第５回、2023 年７月 11日（火曜日）から 24 日（月曜日）まで（書面開催） 
市制施行 100 周年記念式典案について 
第６回、2023 年８月 24日（木曜日） 
（１）第５回郡山市制施行 100 周年記念事業プロモーション委員会（書面開催）の結果について 
（２）市制施行日及び記念式典時に行う記念事業等について 
（３）100 周年プロモーション動画制作配信業務等について 
（４）記念事業の検討状況（市主催・共催等）について 
第７回、2024 年３月８日（金曜日）から 22 日（金曜日）まで（書面開催） 
（１）今後のプロモーション委員会のスケジュールについて 
（２）令和６年度当初予算を踏まえた記念事業の詳細について 
第８回、2024 年５月 10日（金曜日） 
（１）第７回郡山市制施行 100 周年記念事業プロモーション委員会（書面開催）の 結果について 
（２）広報活動について 
（３）記念事業の記録誌について 
（４）市制施行日のイベント内容について 
第９回、2024 年 11月 29日（金曜日） 
（１）記念事業の実施結果等について 
（２）記念事業の記録誌について 
第 10 回、2025 年３月 21日（金曜日）（書面開催） 
（１）記念事業の記録誌について 
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プロモーション委員会委員名簿

役職 氏名（敬称略） 職業・所属団体等

座長 大槻　順一 郡山文化協会顧問・大槻電気通信株式会社相談役

座長職務代理者 渡邉　真魚 学校法人日本大学工学部総合教育教授

飯島　成一 郡山地区商工会広域協議会副会長

五十嵐　陽 一般社団法人郡山交響楽団楽団長

臼井　一雄
独立行政法人日本貿易振興機構福島貿易情報センター所長

（前任） 吉田　悠吾

内海　潔之 株式会社東邦銀行郡山営業部調査役

織田　陵平
公益社団法人郡山青年会議所理事長

（前任） 久保田　雄大

小野　広司
福島民友新聞株式会社取締役郡山総支社長　

（前任） 後藤　吉宏

車田　和彦 一般社団法人郡山歯科医師会会員

小林　伸吾 連合福島郡山地区連合

齊藤　邦昭 富久株式会社代表取締役社長

齋藤　紀朗 日本公認会計士協会福島県会幹事

関根　英樹 株式会社福島民報社取締役郡山本社代表

（前任） 鞍田　炎 株式会社福島民報社常務取締役郡山本社代表

高橋　金一 福島県弁護士会理事

百目鬼　綾子 一般社団法人郡山市観光協会理事

西田　創 福島スポーツエンタテインメント株式会社代表取締役社長

新田　由佳 公益社団法人福島県看護協会郡山支部地域看護活動委員

藤澤　和教 安積疏水土地改良区財政課長

（前任） 市川　加代子 安積疏水土地改良区主幹

安田　朱里 特定非営利活動法人郡山のびのび福祉会児童発達支援センター
めばえ学園園長

山口　紗英 学校法人郡山開成学園郡山女子大学（学生)

山田　祐爾 一般社団法人郡山医師会会員

吉田　大介 福島さくら農業協同組合総務部人事管理課課長補佐
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プロモーション委員会

郡山市制施行100周年記念事業プロモーション委員会開催要綱

　（趣旨設置）

第�１条　市制施行100周年記念事業（以下「記念事業」という。）を実施するに当たり、広く市民の意見を

反映させるために開催する、郡山市制施行100周年記念事業プロモーション委員会（以下「委員会」とい

う。）について、必要な事項を定めるものとするを置く。

　（委員会の役割）

第２条　委員会は、次の事項について意見交換を行う。

　⑴ 記念事業の実施方針及びキャッチフレーズの策定に関すること。

　⑵ 記念事業のロゴマークの選定に関すること。

　⑶ 記念事業の調査及び研究に関すること。

　⑷ 記念事業の周知に関すること。

　⑸ 記録誌の作成に関すること。

　⑹ その他市長が特に必要と認めること。

　（委員会の構成組織）

第３条　委員会の委員は、委員25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が依頼するをもって組織する。

２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。

　⑴ 学識経験者

　⑵ 市民活動団体関係者

　⑶ 報道機関

　⑷ 市の区域内に住所を有する者

３　委員会には座長を置き、委員の中から互選により選出する。

　（会議）

第４条　委員会の会議は、市長が招集する。

２　会議は、座長が進行する。

３　座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する者が会議を進行する。

　（庶務）

第５条　委員会の庶務は、政策開発部政策開発課において処理する。

　（委任）

第６条　この要綱に定めるもののほか、委員会の開催に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

　（施行期日）

１　この要綱は、令和４年７月15日から施行する。

　（要綱の失効）

２　この要綱は、委員会の目的を達した日に、その効力を失う。
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郡山市制施行 100 周年記念事業プロモーション委員会開催要綱 
（趣旨設置） 
第１条、市制施行 100周年記念事業（以下「記念事業」という。）を実施するに当たり、広く市民の意
見を反映させるために開催する、郡山市制施行 100 周年記念事業プロモーション委員会（以下「委員
会」という。）について、必要な事項を定めるものとするを置く。 
（委員会の役割） 
第２条、委員会は、次の事項について意見交換を行う。 
（１）記念事業の実施方針及びキャッチフレーズの策定に関すること。 
（２）記念事業のロゴマークの選定に関すること。 
（３）記念事業の調査及び研究に関すること。 
（４）記念事業の周知に関すること。 
（５）記録誌の作成に関すること。 
（６）その他市長が特に必要と認めること。 
（委員会の構成組織） 
第３条、委員会の委員は、委員 25人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が依頼するをもって組織
する。 
２、委員は、次に掲げる者のうちから市長が依頼する。 
（１）学識経験者 
（２）市民活動団体関係者 
（３）報道機関 
（４）市の区域内に住所を有する者 
３、委員会には座長を置き、委員の中から互選により選出する。 
（会議） 
第４条、委員会の会議は、市長が招集する。 
２、会議は、座長が進行する。 
３、座長に事故があるときは、あらかじめ座長の指名する者が会議を進行する。 
（庶務） 
第５条、委員会の庶務は、政策開発部政策開発課において処理する。 
（委任） 
第６条、この要綱に定めるもののほか、委員会の開催に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
附則 
（施行期日） 
１、この要綱は、令和４年７月 15日から施行する。 
（要綱の失効） 
２、この要綱は、委員会の目的を達した日に、その効力を失う。
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映像アーカイブ（市公式YouTube）

タイトル QRコード

郡山市公式YouTubeチャンネル

タイトル QRコード

郡山市制施行100周年プロモーション動画

タイトル QRコード

記念式典（表彰式）

タイトル QRコード

采女ドンドコ MV

タイトル QRコード

記念式典（音楽祭・オーケストラ）

タイトル QRコード

100周年関連動画再生リスト

タイトル QRコード

ゼロ年目からのバインダー

タイトル QRコード

記念式典（音楽祭・合唱）

タイトル QRコード

祝賀花火

タイトル QRコード

音楽都市こおりやまPR MOVIE

　市の魅力を広く伝える動画や記念事業の様子を配信したアーカイブなどたくさんの動画をつくりました。
その中の一部を紹介します。
　こちらで紹介した以外の動画も郡山市公式YouTubeチャンネルで公開していますので、ぜひご覧ください！

公式YouTubeチャンネル

記念事業アーカイブ等
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映像アーカイブ（市公式 YouTube） 
市の魅力を広く伝える動画や記念事業の様子を配信したアーカイブなどたくさんの動画をつくりまし
た。郡山市公式ユーチューブチャンネルで公開していますので、ぜひご覧ください。 


